
令
和
六
年
法
律
第
一
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
の
被
災
者
に
係
る
所
得
税
法
及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
所
得
税
法
の
特
例
（
第
三
条―

第
六
条
）

第
三
章
　
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
（
第
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
の
被
災
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
」
と
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
に
発
生
し
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
を
い
う
。

２
　
次
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
居
住
者
　
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。

二
　
確
定
申
告
書
　
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
い
う
。

三
　
修
正
申
告
書
　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
を
い
う
。

四
　
更
正
請
求
書
　
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
を
い
う
。

五
　
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
山
林
所
得
又
は
雑
所
得
　
そ
れ
ぞ
れ
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
山
林
所
得
又
は
雑
所
得
を
い
う
。

六
　
事
業
所
得
の
金
額
　
所
得
税
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
を
い
う
。

第
二
章
　
所
得
税
法
の
特
例

（
雑
損
控
除
の
特
例
）

第
三
条
　
居
住
者
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
有
す
る
所
得
税
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
関
連
す
る
そ
の
居
住
者
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
支
出
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
災
害
関
連
支
出
」
と
い
う
。
）
の
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
例
損
失
金
額
（
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
項
に

規
定
す
る
確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書
の
提
出
の
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
損
失
対
象
金
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
者
の
選
択
に
よ
り
、
令
和
五
年
に
お

い
て
生
じ
た
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
損
失
対
象
金
額
は
、
そ
の
居
住

者
の
令
和
六
年
分
以
後
の
年
分
で
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
分
の
確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

（
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
必
要
経
費
算
入
に
関
す
る
特
例
等
）

第
四
条
　
居
住
者
の
有
す
る
棚
卸
資
産
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
棚
卸
資
産
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
関
連
す
る

や
む
を
得
な
い
支
出
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
災
害
関
連
支
出
」
と
い
う
。
）
の
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
棚
卸
資
産
震
災
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
棚
卸
資
産
震
災
損
失

額
（
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書
の
提
出
の
日
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
申
告
書
等
提
出
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
棚
卸
資
産
損
失
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
令
和
五
年
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
者
の
同
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
当
該
棚
卸
資
産
損
失
対
象
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
六
年
分
以
後
の
年
分
で
当
該
棚
卸
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
分
の
所
得

税
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
棚
卸
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
居
住
者
の
営
む
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
又
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
固
定
資
産
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
固
定
資
産
を
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
資
産
で
政
令
で
定
め
る

も
の
に
つ
い
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
（
災
害
関
連
支
出
の
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
固
定
資
産
震
災
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
固
定
資
産
震
災
損
失
額
（
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
告
書
等
提
出
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
固
定
資
産
損
失
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
令
和
五
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
当
該
固
定
資
産
損
失
対
象
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
六
年
分
以
後
の
年
分
で
当
該
固
定
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
居
住
者
の
有
す
る
山
林
に
つ
い
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
（
災
害
関
連
支
出
の
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
部
分
の

金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
山
林
震
災
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
山
林
震
災
損
失
額
（
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
告
書
等
提
出
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
山
林
損
失
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
令
和
五
年
に
お
い
て
生
じ
た
所
得
税
法
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
当
該
山
林
損
失
対
象
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
六
年
分
以
後
の
年
分
で
当
該
山
林
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
山
林
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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４
　
居
住
者
の
不
動
産
所
得
若
し
く
は
雑
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
所
得
の
基
因
と
な
る
所
得
税
法
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
生
じ
た
損

失
の
金
額
（
災
害
関
連
支
出
の
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
部
分
の
金
額
及
び
固
定
資
産
震
災
損
失
額
又
は
特
例
損
失
金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
業
務
用
資
産
震
災
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
業
務
用
資
産
震
災
損
失
額
（
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
告
書
等
提
出
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
業
務
用
資

産
損
失
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
令
和
五
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
業
務
用
資
産
損
失
対
象
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
六
年
分
以
後
の
年
分
で
当
該
業
務
用
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
業
務
用
資
産
損
失
対
象
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
前
各
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
分
の
確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書
に
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限
り
、

適
用
す
る
。

（
非
居
住
者
へ
の
適
用
）

第
五
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
非
居
住
者
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
）
に
課
す
る
所
得
税
の
課
税
標
準
及
び
所
得
税
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
章
　
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例

第
七
条
　
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
住
宅
又
は
家
財
に
つ
い
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
当
該
被
害
を
令
和
五
年
に
お
い
て
受
け
た
も
の
と
し
て
、
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税

の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
五
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
係
る
令
和
六
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
同
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
る
被
害
を
同
年
に
お
い
て
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
適
用
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
に
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
者
等
に
係
る
更
正
の
請
求
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
令
和
五
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
者
及
び
施
行
日
前
に
同
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
二
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
決
定
に
係
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
施
行
日
前
に
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
同
法
第
二
十
四
条
若
し
く

は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
事
項
）
に
つ
き
第
二
章
又
は
第
三
章
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
異
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
異
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
事

項
に
つ
い
て
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
税
務
署
長
に
対
し
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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